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土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
五
章

緊
急
調
査
及
び
土
砂
災
害
緊
急
情
報
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
九
条

）
第
六
章

雑
則
（
第
三
十
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
）

第
七
章

罰
則
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
七
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
）

附
則

附
則

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
土
砂
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
及
び
身
体
を
保
護
す
る
た

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
土
砂
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
及
び
身
体
を
保
護
す
る
た

め
、
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
区
域
を
明
ら
か
に
し
、
当

め
、
土
砂
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
区
域
を
明
ら
か
に
し
、
当

該
区
域
に
お
け
る
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
著
し
い
土
砂
災

該
区
域
に
お
け
る
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
著
し
い
土
砂
災

害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
一
定
の
開
発
行
為
を
制

害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
区
域
に
お
い
て
一
定
の
開
発
行
為
を
制

限
し
、
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
関
す
る
所
要
の
措
置
を
定
め
る
ほ
か
、
重
大

限
す
る
ほ
か
、
建
築
物
の
構
造
の
規
制
に
関
す
る
所
要
の
措
置
を
定
め
る
こ
と

な
土
砂
災
害
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
避
難
に
資
す
る
情
報
を

等
に
よ
り
、
土
砂
災
害
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
推
進
を
図
り
、
も
っ
て
公
共

提
供
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
土
砂
災
害
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
推
進
を
図
り

の
福
祉
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

、
も
っ
て
公
共
の
福
祉
の
確
保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
土
砂
災
害
」
と
は
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
（
傾

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
土
砂
災
害
」
と
は
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
（
傾
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斜
度
が
三
十
度
以
上
で
あ
る
土
地
が
崩
壊
す
る
自
然
現
象
を
い
う
。
）
、
土
石

斜
度
が
三
十
度
以
上
で
あ
る
土
地
が
崩
壊
す
る
自
然
現
象
を
い
う
。
）
、
土
石

流
（
山
腹
が
崩
壊
し
て
生
じ
た
土
石
等
又
は
渓
流
の
土
石
等
が
水
と
一
体
と
な

流
（
山
腹
が
崩
壊
し
て
生
じ
た
土
石
等
又
は
渓
流
の
土
石
等
が
水
と
一
体
と
な

っ
て
流
下
す
る
自
然
現
象
を
い
う
。
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

っ
て
流
下
す
る
自
然
現
象
を
い
う
。
）
又
は
地
滑
り
（
土
地
の
一
部
が
地
下
水

若
し
く
は
地
滑
り
（
土
地
の
一
部
が
地
下
水
等
に
起
因
し
て
滑
る
自
然
現
象
又

等
に
起
因
し
て
滑
る
自
然
現
象
又
は
こ
れ
に
伴
っ
て
移
動
す
る
自
然
現
象
を
い

は
こ
れ
に
伴
っ
て
移
動
す
る
自
然
現
象
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（

う
。
）
（
以
下
「
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
」
と
総
称
す
る
。
）
を
発
生
原
因
と
し

以
下
「
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
」
と
総
称
す
る
。
）
又
は
河
道
閉
塞
に
よ
る
湛
水

て
国
民
の
生
命
又
は
身
体
に
生
ず
る
被
害
を
い
う
。

そ
く

た
ん

（
土
石
等
が
河
道
を
閉
塞
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
水
が
た
ま
る
自
然
現
象
を
い
う

。
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
発
生
原
因

と
し
て
国
民
の
生
命
又
は
身
体
に
生
ず
る
被
害
を
い
う
。

（
土
砂
災
害
防
止
対
策
基
本
指
針
）

（
土
砂
災
害
防
止
対
策
基
本
指
針
）

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
土
砂
災
害
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
推
進
に
関
す

第
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
土
砂
災
害
の
防
止
の
た
め
の
対
策
の
推
進
に
関
す

る
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

る
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

２

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る

２

基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る

。

。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

第
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
第
一
項
の
緊
急
調
査
の
実
施
並
び

に
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
砂
災
害
緊
急
情
報
の
通
知
及
び
周

知
の
た
め
の
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
指
針
と
な
る
べ
き
事
項

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
）

（
土
砂
災
害
警
戒
区
域
）

第
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が
発

第
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
等
が
発

生
し
た
場
合
に
は
住
民
等
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

生
し
た
場
合
に
は
住
民
等
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
で
、
当
該
区
域
に
お
け
る
土
砂
災
害
（
河
道
閉
塞

と
認
め
ら
れ
る
土
地
の
区
域
で
、
当
該
区
域
に
お
け
る
土
砂
災
害
を
防
止
す
る

に
よ
る
湛
水
を
発
生
原
因
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
及
び
次
章
に
お

た
め
に
警
戒
避
難
体
制
を
特
に
整
備
す
べ
き
土
地
の
区
域
と
し
て
政
令
で
定
め
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い
て
同
じ
。
）
を
防
止
す
る
た
め
に
警
戒
避
難
体
制
を
特
に
整
備
す
べ
き
土
地

る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
（
以
下
「
警
戒
区
域
」
と

の
区
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
を
、
土
砂
災
害
警
戒
区

い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

域
（
以
下
「
警
戒
区
域
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

第
五
章

緊
急
調
査
及
び
土
砂
災
害
緊
急
情
報

（
新
設
）

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
緊
急
調
査
）

（
新
設
）

第
二
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
土
石
流
、
地
滑
り
又
は
河
道
閉
塞
に
よ
る
湛

水
を
発
生
原
因
と
す
る
重
大
な
土
砂
災
害
の
急
迫
し
た
危
険
が
予
想
さ
れ
る
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
状
況
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
基
本
指
針
に
基
づ

き
、
こ
れ
ら
の
自
然
現
象
を
発
生
原
因
と
す
る
重
大
な
土
砂
災
害
が
想
定
さ
れ

る
土
地
の
区
域
及
び
時
期
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
な
調
査
（
以
下
「
緊
急

調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
緊
急
調
査
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
緊
急
調
査
の
結
果
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
前
項
の
重

大
な
土
砂
災
害
の
危
険
が
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
危
険
が
急
迫
し
た

も
の
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
緊
急
調
査
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る

。（
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
緊
急
調
査
）

（
新
設
）

第
二
十
七
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
状
況
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
土
砂
災
害
の
発
生
原
因
で
あ
る
自
然
現
象
が

緊
急
調
査
を
行
う
た
め
に
特
に
高
度
な
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
要
す
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
緊
急
調

査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
調
査
を
行
お
う
と
す
る
と
き
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は
、
あ
ら
か
じ
め
、
緊
急
調
査
を
行
お
う
と
す
る
土
地
の
区
域
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
項
に
お
い
て
準
用

す
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
緊
急
調
査
を
終
了
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

３

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
行
う
緊
急
調
査
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
緊
急
調
査
の
た
め
の
土
地
の
立
入
り
等
）

（
新
設
）

第
二
十
八
条

都
道
府
県
知
事
若
し
く
は
国
土
交
通
大
臣
又
は
こ
れ
ら
の
命
じ
た

者
若
し
く
は
委
任
し
た
者
は
、
緊
急
調
査
の
た
め
に
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
他
人
の
占
有
す
る
土
地
に
立

ち
入
り
、
又
は
特
別
の
用
途
の
な
い
他
人
の
土
地
を
作
業
場
と
し
て
一
時
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
五
条
（
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
立
入
り
及
び
一
時
使
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
中
「
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府

県
又
は
国
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
土
砂
災
害
緊
急
情
報
の
通
知
及
び
周
知
等
）

（
新
設
）

第
二
十
九
条

都
道
府
県
知
事
又
は
国
土
交
通
大
臣
は
、
緊
急
調
査
の
結
果
、
基

本
指
針
に
基
づ
き
、
第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
然
現
象
の
発
生
に
よ

り
一
定
の
土
地
の
区
域
に
お
い
て
重
大
な
土
砂
災
害
の
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
、
又
は
当
該
土
砂
災
害
が
想
定
さ
れ
る
土
地
の
区
域
若
し
く
は

時
期
が
明
ら
か
に
変
化
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
災
害
対
策
基
本
法
第
六
十
条

第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
避
難
の
た
め
の
立
退
き
の
勧
告
又
は
指
示

の
判
断
に
資
す
る
た
め
、
当
該
緊
急
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
当
該
土
砂
災
害
が

想
定
さ
れ
る
土
地
の
区
域
及
び
時
期
に
関
す
る
情
報
（
次
項
に
お
い
て
「
土
砂



－ 5 －

災
害
緊
急
情
報
」
と
い
う
。
）
を
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
関
係
の
あ
る

市
町
村
の
長
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
関
係
の
あ
る
都
道
府
県
及
び
市

町
村
の
長
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
一
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め
必
要
な
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
国
土
交
通
大
臣
は
、
土
砂
災
害
緊
急
情
報
の
ほ
か
、
緊

急
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
を
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
関
係
の
あ
る

市
町
村
の
長
に
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
関
係
の
あ
る
都
道
府
県
及
び
市

町
村
の
長
に
随
時
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章

雑
則

第
五
章

雑
則

第
三
十
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
七
章

罰
則

第
六
章

罰
則

第
三
十
三
条

（
略
）

第
二
十
九
条

（
略
）

第
三
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又

第
三
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は

は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
五
条
第
七
項
（
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

一

第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
土
地
の
立
入
り
又
は
一
時
使
用
を

。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
土
地
の
立
入
り
又
は
一
時
使
用
を
拒
み
、
又
は

拒
み
、
又
は
妨
げ
た
者

妨
げ
た
者

二

（
略
）

二

（
略
）
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第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）
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○

水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
六
月
四
日
法
律
第
百
九
十
三
号
）

抄

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
浸
水
想
定
区
域
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

（
浸
水
想
定
区
域
に
お
け
る
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

）

）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

浸
水
想
定
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

４

浸
水
想
定
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
長
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
一
項

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
住
民
に
周
知
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
事
項
（
土
砂
災

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
住
民
に
周
知
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
事
項
（
土
砂
災

害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る

を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る

事
項
の
う
ち
洪
水
時
に
お
い
て
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
（
河
道
閉

事
項
の
う
ち
洪
水
時
に
お
い
て
同
法
第
二
条
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
を
防
止
す

塞
に
よ
る
湛
水
を
発
生
原
因
と
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
防
止
す
る
た
め
必
要

る
た
め
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
印
刷
物
の
配
布
そ

そ
く

た
ん

と
認
め
ら
れ
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
必
要

の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）


